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総合科学技術・イノベーション会議 第１０８回評価専門調査会 

議事録 

 

日 時：平成２６年１１月１２日（水）１４：００～１５：５２ 

場 所：中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室（４階） 

 

出席者：久間会長、 

    相澤委員、天野委員、石田委員、射場委員、北村委員、齋藤委員、 

    白井委員、竹中委員、玉起委員、西島委員、福井委員、藤垣委員、 

    松岡委員、松橋委員、安浦委員 

事務局：中西審議官、森本審議官、山岸審議官、守屋政策企画調査官、 

    中川参事官、桑島参事官、松田企画官、井上企画官、成澤参事官補佐、 

    山向参事官補佐、管野上席科学技術政策フェロー、横田科学技術政策

フェロー    

オブザーバー： 

経済産業省地域経済産業グループ地域新産業戦略室長 濱邊 哲也 

    経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課大学連携推進室

長 宮本 岩男 

経済産業省産業技術環境局研究開発課企画官 田中 伸彦 

    経済産業省産業技術環境局研究開発課研究開発専門職 大園 拓哉  

 

議 事：１．国家的に重要な研究開発の事後評価結果（案）について 

      ・地域イノベーション協創プログラム 

    ２．国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップ結果につい

て 

      ・革新的新構造材料等技術開発 

    ３．国家的に重要な研究開発の事後評価の実施について 

      ・新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

      ・イノベーション創出基礎的研究推進事業 

      ・第３次対がん１０か年総合戦略に基づく研究開発 

      ・太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 

    ４．その他 
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（配布資料） 

  資料１－１ 「地域イノベーション協創プログラム」事後評価結果（原

案） 

  資料１－２ 「地域イノベーション協創プログラム」の概要 

  資料２－１ 「革新的新構造材料等技術開発」の事前評価のフォローアッ

プ結果（案） 

  資料２－２ 「革新的新構造材料等議事開発」の概要 

  資料３   国家的に重要な研究開発の事後評価の実施について（案） 

  資料３参考 事後評価を実施予定の各研究開発の概要 

  資料４   第１０７回評価専門調査会議事録（案）（委員のみ） 

 

  参考１   総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会名簿 

  参考２   総合科学技術・イノベーション会議が実施する国家的に重要

な研究開発の評価について（平成１７年１０月１８日総合科

学技術会議決定、平成２６年５月２３日一部改正） 

  参考３   総合科学技術・イノベーション会議が事前評価を実施した研

究開発に対する事後評価の調査検討等の進め方について（平

成２１年１月１９日評価専門調査会決定、平成２６年７月４

日一部改正） 

  参考４   国家的に重要な研究開発「地域イノベーション協創プログラ

ム」の事後評価について（平成２５年１１月２６日評価専門

調査会） 

  参考５   国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップについ

て（平成２６年７月４日評価専門調査会） 

  参考６   国家的に重要な研究開発「新たな農林水産政策を推進する実

用技術開発事業」（農林水産省）の事後評価について（平成

２５年１１月２６日評価専門調査会） 

 

（机上配付のみ） 

  参考資料１ 「地域イノベーション協創プログラム」の事後評価の調査検

討に係る一連の資料 

  参考資料２ 「革新的新構造材料等技術開発」の事前評価のフォローアッ

プの調査検討に係る一連の資料 

 

（机上資料） 

 ・総合科学技術が実施する国家的に重要な研究開発の評価「地域イノベーシ
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ョン協創プログラム」の評価結果（平成１９年１１月２８日総合科学技術

会議） 

 ・総合科学技術が実施する国家的に重要な研究開発の評価「革新的新構造材

料等技術開発」の評価結果（平成２５年３月２８日総合科学技術会議） 

 ・国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成２４年１２月６日総理大臣決

定） 

 ・科学技術基本計画（平成２３年８月１９日閣議決定） 

 

議事概要： 

 

【久間会長】 定刻になりましたので、ただいまから第１０８回評価専門調査

会を開催いたします。お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとう

ございます。 

 本日は、議事次第にお示ししておりますように３件の議題を用意しておりま

す。１つは国家的に重要な研究開発の事後評価結果（案）について、２つ目が

国家的に重要な研究開発の事前評価のフォローアップ結果について、３つ目が

国家的に重要な研究開発の事後評価の実施についてです。以上３件です。 

 それでは、まず事務局から配付資料の確認をお願いします。 

【井上企画官】 お手元に議事次第をお配りしております。議事次第の中段よ

り下、それから、裏面にかけてリストとなっております。本体の資料は、資料

１－１から資料４までと、参考１から参考６がございます。また、机上配付の

みと書かせていただいておりますが、参考資料１、参考資料２、これは紙ファ

イル形式のものです。机上資料として４点の冊子をお配りさせていただいてお

ります。過不足等ございませんでしょうか。 

 なお、机上配付のみの資料、先ほど申し上げました紙ファイルの２点につき

ましては、今回の検討会での検討に当たっての一連の資料でございます。非公

開の取扱いということで机上配付のみとさせていただいております。また、お

帰りの際には机上配付のみのファイル、また、机上資料、冊子の資料につきま

しては、机の上に置いたままお帰りいただくようにお願いをさせていただきた

いと存じます。 

 以上でございます。 

【久間会長】 ありがとうございました。 

 それでは、早速議事に入ります。１つ目の議題は国家的に重要な研究開発の

事後評価結果（案）について、具体的には、経済産業省の地域イノベーション

協創プログラムの評価についてでございます。本件につきましては、評価検討

会を設置し、２回にわたって調査検討を行っていただきました。本日は評価検
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討会において取りまとめられた評価検討結果について御審議いただき、評価結

果案を取りまとめたいと思います。取りまとめた評価結果案は、総合科学技

術・イノベーション本会議に付議しまして、審議、決定いただくことになって

おります。 

 審議の進め方につきましては、まず事務局から本件の検討の経緯を説明いた

だいた上で、評価検討会の射場座長から評価結果原案について２５分程度で御

説明をお願いします。その後、討議を２０分程度行いたいと考えています。 

 それでは、まず事務局からの説明をお願いします。 

【井上企画官】 それでは、お手元の資料１－１の１９ページをご覧いただけ

ますでしょうか。昨年１１月の評価専門調査会で御承認をいただいた評価検討

会評価専門調査会長の指名により、ご覧の方々の構成員による検討会を設置し、

検討を行ったということでございます。地域政策、それから産学連携、また具

体的な研究課題に係る食品分野、ライフサイエンス分野等の観点で、評価専門

調査会からは久間会長、原山議員、また、射場専門委員に座長をお願いさせて

いただいております。また、上野委員、齋藤委員、玉起委員、福井委員の御参

画をいただきました。また、こうした観点から外部の専門家としてご覧の４名

の方々を検討会委員として招聘し、検討を進めてまいりました。 

 めくっていただきまして、２０ページでございます。昨年の７月の評価専門

調査会以降、実施府省における事後評価の終了を待って、今年度に入ってから

具体的にご覧のような２回の評価検討会を進め、案を取りまとめたといった経

緯でございます。 

 以降の御説明については、射場座長からよろしくお願いをいたします。 

【久間会長】 よろしくお願いします。 

【射場委員】 射場でございます。よろしくお願いします。 

 今、事務局から御説明ありましたように、この２０ページに書いていますと

おり、このプログラムについては以前にこの評価専門調査会で議論されたのが

ちょうど１年前になりますので、そのとき見えなかった委員の方も見えますし、

もうお忘れの方もいると思いますので、基本的に今日は資料１－１に沿って説

明をしたいと思うのですけれども、まず資料１－２を見ていただいて、この地

域イノベーション協創プログラムというのはどういうプロジェクトであったか

というのをこれは評価検討会で経済産業省の資料から抜粋をさせてもらったも

のですけれども、最初に概要を説明させていただきます。 

 地域イノベーション協創プログラムというのは、１枚めくっていただいて、

２ページに全体の概要がありまして、５年間のプログラムで平成２４年度に終

了しております。予算総額は２８０億円という非常に予算の大きいプログラム

になっております。 
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 １枚めくっていただいて、その地域イノベーション協創プログラムの中に全

部で４つの事業がございまして、３ページ、大きくその４つは青い色で示して

おりますＡの地域イノベーション創出共同体形成事業とＢの創造的産学連携体

制整備事業、この２つが基盤の体制整備の事業でございまして、オレンジのほ

うですね、Ｃの地域イノベーション創出研究開発事業とＤの大学発事業創出実

用化研究開発事業、この２つが研究開発で種々の技術や製品を生み出す、それ

でイノベーションにつなげると、こういう中に４つの事業があるという構成で、

非常にボリュームが大きくて議論にも相当の時間がかかったということでござ

います。 

 １枚めくっていただいて、５ページ目に先ほどの２８０億円の内訳が示され

ておりまして、Ａ、Ｂの基盤事業が年度ごとにこういう予算で、Ｃ、Ｄの応用

の事業、これを見ていただくと、Ｃの地域イノベーション創出研究開発事業が

やはり件数も多いですし、予算額もここが大部分を占めるというような構成に

なっております。 

 あとのページはその事業ごとに概要を示しているところで、６ページ、７ペ

ージ、８ページにＡの地域イノベーション創出共同体形成事業の前半６ページ、

７ページはインプットと体制が示してあって、８ページにどういう成果が出ま

したということで、ここは体制整備ですので、機器を設置しましたという内容

と、あとはどういうマネジメントをしていますかということで、あと最後９ペ

ージにこれはマネジメントの波及効果のところで最後にちょっと説明をいたし

ますけれども、このＡ事業、地域イノベーション創出共同体形成事業がその後、

地方産業競争力会議で特定された戦略分野と関連があるというようなことも事

業の先の発展としてこういうふうにつながっているということが示されており

ます。 

 それから、Ｂ事業です。Ｂ事業は大学の産学連携体制ということで、特に技

術移転とか知財に関する支援をするＴＬＯに対する支援のプログラムでござい

まして、１１ページにはその知財関係の成果の件数であるとか、ちょっと赤枠

で示していますけれども、産学連携に従事する人材がどういうふうに育成をさ

れて、ちょっとこれは後で課題のところで示しますけれども、少し定着率は７

割程度になってしまっているというような事実もあります。 

 １２ページが一番大きい地域イノベーション創出開発事業で、これはこの事

業だけで１８８億円の予算総額でございまして、２００件以上のテーマがここ

に入りますということで、これＣ事業については、この１ページしかないので

すけれども、お手元の水色のファイルに参考資料がございまして、水色のファ

イルの中は経済産業省の従来の説明資料が１、２とありまして、③ですね。参

考資料の③にこのＣの事業とＤの事業で、３のところのタグを見ていってもら



－6－ 

うと、Ｃの事業とＤの事業で事業化が成功した事例を１ページずつ成功事例と

して示されていると。この中で最大の成功事例は何かという議論もありまして、

１６ページに希少糖を開発して製品にしましたとあります。今ちょうど委員の

席の机の上にもありますけれども、レアシュガースウィートとそれをアプライ

したコーヒーです。レアシュガースウィートは、ちなみに１本１，２００円で

８０万本の売上げがあったそうですので、それを掛けていただくとどの程度の

売上げがあったかということは御理解いただける、これが売上げの面ではこの

事業の中で最大の成果だということです。 

 具体的な内容はこれを見ていただくといいのですけれども、ちょっと全体の

規模感を御理解いただくために、この４のタグの④の資料です。ここにＣ事業、

Ｄ事業の全件に関して今回の評価検討会で議論するためにロードマップを作成

いただきました。一体この事業の中で事業化した事例とかもうすぐ事業化にな

りそうな事例は先ほどのパワーポイントの１ページずつで説明があるのですけ

れども、全ての事業に対して一体研究開発がどこまで進んだのか、事業化にな

った場合は事業化の売上げがどれぐらいか、そうでない事業化になったものば

かり、もうすぐ事業化になるものとか事業化になっていなくても大きく研究開

発が進んだものがどれだけあるかということも評価には大きな要素となります

ので、それを全件で示していただくと、このページ数を振ってもらう分だけこ

の事業は大変件数が多くて、断念したのも幾つかありますけれども、研究開発

が進んで事業化に至ったもの、製品を試作するに至ったもの、幾つもの成功事

例がこれを見ていただくと、見てとれると。前半Ｃ事業で、後半は大学発の⑤

のほうです。Ｄ事業のほうの同じようなロードマップも示されているというこ

とでございます。 

 資料１－２の概要の説明は以上でございまして、あと１４ページ以降のとこ

ろは評価原案のところでも再度出てきますので、ここでの説明は割愛をさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、大体どんな事業であったかというのは思い出していただけたと思

いますので、資料１－１に沿って、「はじめに」のところは各事業共通のとこ

ろですので飛ばさせてもらって、評価結果の５ページのところの最初の目的の

ようなところは今御説明させてもらったことが事業ごとに書かれていて、６ペ

ージの３．１．２で経済産業省の評価結果が６ページからあります。これも以

前説明がございましたので、評価検討会の議論の結果をまとめている原案とい

たしましては、９ページの３．１．３、成果と目標の達成状況のところから今

回の評価結果の案ということで御説明をさせてもらいます。 

 これもやはり先ほどの中に４つの事業がございますので、まず成果のところ

は４つの事業の一つ一つについて説明をさせていただきます。 
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 最初のＡの地域イノベーション創出共同体形成事業、これは先ほど説明させ

ていただいたとおり、地域の研究機関の共同体連携体制を構築するという目的

で機器を導入しつつ連携を構築するということで、一番わかりやすい成果とし

ましては、２つ目の段落の４行目あたりに書かれている機器の導入が１１５な

されて、３年間に入れただけで使われていないですかという疑問もありますけ

れども、３年間に延べ７，０００回ときちんと利用がされているということが

見てとられて、機器の導入とその利用はうまくいっているということです。た

だ、その機器を用いてほかのＣ事業とかＤ事業にどういうふうにアプライして、

それがどうイノベーションにつながったかというのはまだ現在発展途上のとこ

ろで、明確にそういうところはわかっていないと。あと、このページの後半部

に書いているように、従来は利用料金が自治体ごとに決められていて、その域

外の利用者に対しては利用料金が変わるということがあったのだけれども、そ

れは差を設けないようなオープンな運用もされるようになったというふうな説

明もございました。 

 １ページめくっていただいて、その後には人材面です。この共同体にそうい

う連携を推進するコーディネーターがどういうふうに配置されたかというのを

１０ページの３行目あたりから示しておりますけれども、合計２１６名のコー

ディネーターが配置をされて、このコーディネーターが役に立ったか立たなか

ったかということを経済産業省がアンケートで調査をされているわけですけれ

ども、回答のあった１０社からは十分利用できなかったというふうな回答もあ

って、必ずしもコーディネーターがよく機能したと言うこともできないかなと

いうふうなアンケート結果もありますと。ただ、活用できたと回答した人の中

には、有用なアドバイスが得られたという意見も出ているので、もう少し中身

の吟味も継続していく必要があるのかということです。 

 続きまして、Ｂの事業です。Ｂの事業は先ほど御説明をしましたように、大

学の産学連携を支援する、主としてＴＬＯが実施する技術移転であるとか知財

の海外特許の取得であるとかということを支援する。ここには人材が大変重要

ということで、１０ページの下から２行目あたりから書いていますように、産

学連携のスペシャリストを養成してきたと。事業全体で１７名の産学連携プロ

デューサーと７６名の産学連携スペシャリストを育成してきたのですけれども、

これの定着率が７割というふうな事実もありますということで、これは全体と

して数字で率を示すとこうなのですけれども、そのＴＬＯの中には大変よく大

学のシーズを民間に移転するなり知財を推進するというふうな大変よい取り組

みをされている事例も幾つかございましたので、そういうことをよく解析して、

規範事例としてほかにも生かしていくというふうなマネジメントが必要だとい

うこと、またそれは後でもまとめます。 
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 それから、Ｃ事業です。Ｃ事業、地域イノベーション創出研究開発事業でご

ざいますけれども、こちらは先ほどレアシュガースウィートの事例のような実

用化をして大変大きな売上げを得たものもあれば、まだまだ研究開発途上にあ

るという状況の中で、事業化の率が目標としてプロジェクトの最初には３０％

ですか、途中から変更になって事業化率は４０％という目標に対して、現時点

ではまだ実用化率という意味では２１．８％ということで、目標に達していな

いという状況でございます。ただ、この４０％の目標を到達する時期というの

が決められていまして、事業終了後３年後ということなので、この事業は３年

にわたって公募されているのですけれども、１年目の公募については、この３

年はたっているのですけれども、２年目、３年目のものについてはまだ３年た

っていないということで、ここ１年、２年後に今の２１．８％が４０％を超え

る事業化率目標を達成できるかどうかは、継続してフォローアップしていかな

いといけないということでございます。 

 それからあと、今の時点では事業化率に至っていないものの中にも大変いい

試作品ができているとか、今後実用化はもう少し支援をすれば実用化できると

いうふうな案件もたくさんございますので、こういうことは継続して資金面だ

けではないですけれども、資金面、技術面、いろんなマネジメントの継続を行

って、今出始めているいろんな技術開発の成果の芽を育てていくような取組み

が要るということでございます。 

 最後にＤの事業です。Ｄの事業は大学発の事業創出実用化研究開発事業で、

これもＣの事業と同じように事業化率の目標値が定められていて、こちらは、

Ｃの事業は主として民間企業で、Ｄの事業は大学ですので、少し目標値のレベ

ルが違いますけれども、２５％に対して１１．５％。先ほど３年たったかどう

かみたいな御説明をいたしましたけれども、状況としてはこのＤの事業も同じ

で、あと１年、２年待たないとこの目標に達するかどうかというのは評価でき

ないというような実情でございます。 

 以上が成果と目標の達成状況でございまして、次に３．２といたしまして、

この事業の科学技術的・経済社会的・国際的な効果及び波及効果ということで、

個々の事業の目標の達成状況は今説明させてもらったとおりなのですけれども、

これを全体積み上げたときに累積で今の時点での売上高は約２３億円、この１

２ページの第２段落目の３行目あたりにそれが書いてありますけれども、２３

億円の売上高で雇用創出が２４９人、特許出願件数５８３件で技術論文が５８

３本ということで、基盤の研究の部分では特許や論文ということでたくさん出

ているということなのですけれども、投入した予算額に対して、現時点ではこ

の売上高はまだまだ十分であるとは言えませんので、今後まだまだこれから事

業化していくものもありますし、事業化したものの売上げもどんどん増えてい
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きますので、継続してフォローアップが必要ということで、１０年後の見込み

としては２，０００億円になると。雇用創出が１，２６８名ということで、当

初の目的の地域の産業振興であるとか雇用創出というものに至るにはまだまだ

タイムラグもありますし、継続したマネジメント、支援も必要だということで

ございます。 

 あと、基盤形成のところで機器の利用が７，０００件あって、なかなかそう

いう機器を持てない中小の企業さんにとって大変有効に活用できるということ

は予想されるのですけれども、なかなかそういうことを明確に見えるようにで

きるのは、現時点ではあまりできていないということの問題も議論されており

ます。 

 最後、３．３の研究開発マネジメントの妥当性ということで、一つ一つの研

究テーマに関しては、先ほどのプログラムマネジャーであるとか地域のマッチ

ングコーディネーターであるとかという人材がどう機能しているかという議論

がありますが、その人材面の話ともう少し経済産業省なり地域の経済産業局が

どういうマネジメントをするべきかみたいなことをこの章で述べてあります。 

 まず、人材面のところですけれども、プログラムマネジャーです。２段落目

に書いてありますが、この事業が終了しても引き続きこのプログラムマネジャ

ーはマネジメントを個々のプロジェクト、以前にやったプロジェクトの中で継

続しているということで、そういうことをずっと今後もフォローアップしてい

くなり支援をしていく必要があるということと、下から２つ目の段落に書いて

ありますが、先ほど御説明したＴＬＯの中には先進的な取組みをしているＴＬ

Ｏもございますので、そういうことのいい部分はどういうところで、モデルと

してほかにも生かしていくみたいなことはよく展開をしてほしいなということ

でございます。 

 それから、１３ページから１４ページにかけて書かれているのは、大学のシ

ーズと企業のニーズを組み合わせるマッチングコーディネーターが１，５０６

件のシーズを発掘して６００件のマッチングを成功しているという定量的なデ

ータがございますが、このコーディネートの結果が必ずしもほかの事業の課題

の創出につながっていないということで、各々の事業間でのマネジメントとい

うのも重要じゃないかというふうな議論もあります。 

 あと評価の話で、一つ一つのテーマの研究成果は地域の経済産業局がフォロ

ーアップをしているのですけれども、この事業全体の評価に関して、主として

アンケート調査を用いられているというのがそのアンケートの母数が十分でな

いとか、期間が十分であったかというのはちょっと課題の残る面もあるという

ような議論もありました。 

 あとは並行して文部科学省でも地域のクラスター事業のような研究、プロジ
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ェクトがございますが、それとの連携はよくされていて、共通の産学連携拠点

を選定するであるとかその後の施策はよく連携をされていたというようなこと

でございます。 

 あと、最後に今後のところで先ほど資料１－２の９ページで御説明をさせて

いただいたこの事業で発掘をした研究開発テーマであるとか技術領域が今後ど

う生かされるかという面では、一番大きいのは地方の産業競争力会議の研究領

域が今回のこの事業の地域ごとに設定した領域とリンク、関連しているものが

多いというところで、今後そういうことで地域の技術開発戦略というものにつ

ながっていっているのだということが見てとれるということでございます。 

 最後にまとめを書いておりますけれども、今御説明したことの繰り返しにな

るので、説明は割愛をさせていただきたいと思います。大体時間になりました

ので、報告は以上です。 

【久間会長】 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまから御説明のありました評価結果原案につきまして、御

意見、御質問等お願いしたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

【天野委員】今の御説明の中で、いろいろな成果がでているということがよく

理解できました。今日本全体で地域創生の動きが非常に出てきているのに対し

て、今回の成果を有効活用させる場として非常にいいものだと思います。ぜひ

ここで終わるのではなくて、今後そういうものに、それこそこの研究の成果の

最大化みたいなことを考えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【久間会長】 いかがでしょうか。 

【射場委員】 この事業自体がまだ発展途上で、成果がこれから出るものもた

くさんあるということで、それをフォローアップしていくことと、各地域でほ

かに進められている事業ですね。それは先ほど資料１－２の９ページに示させ

ていただいた地方産業競争力会議で取りまとめられた戦略分野というところに

一つ一つの成果がどうリンクしていくかみたいなことをフォローアップしてい

くような仕組みは、大きくはつくられているというように理解をしております。 

【久間会長】 これからこのような地域に関するプロジェクトは増えていくは

ずです。全体として成功という結果を示すのではなくて、事例がたくさんある

ので、どういう場合は成功して、どういう場合は失敗したかを正確に分析して、

オープンにすべきだと思います。次のプロジェクトに活かすことが重要と思い

ます。 

 ほかに。どうぞ。 

【石田委員】 今の話とも関連すると思うのですけれども、終了して間がない

ということで、まだまだこれからだと思うのですけれども、でも、事業化とか
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あるいは製品の売上げということについては、多少とも経年的なデータがとれ

ると思うのですね。そういうことから勢いがあるのか、あるいは終了してこう

なりつつあるのかと多分地域によって、あるいはカテゴリーによって違うと思

うのですけれども、そういった観点から何かコメントできればなというふうに

思いました。 

【久間会長】 その点について、コメントいただけますか。 

【射場委員】 かなりその議論は時間をかけてしたのですけれども、地域によ

る特色とかある程度の事業のかたまりというよりも、やっぱり研究テーマ一個

一個に勢いのあるものとそうでないものがありますので、この地域が今どれだ

け勢いがあるみたいなことを取りまとめて言うことは難しくて、丁寧に、作業

ロードマップをつくった一件一件を全部統合して、全体としてどうかみたいな

ことをやる作業が今後要るのかなと。今回の評価検討会の時間の中では、まだ

そこまでできていないということでございます。 

【石田委員】 前半のＡという大きなグループがございますね。体制マネジメ

ントというところの守備範囲等について、先ほど天野委員からトータルマネジ

メントという話がありましたけれども、その辺についてはもうちょっと工夫の

できる余地があるというように考えてよろしいのですかね。 

【射場委員】 そう思います。基盤整備というのは、なかなかそれで実際製品

開発にどう役立ったかというのを説明しないケースが多いですよね。後になっ

て振り返ってみると、この製品ができたのはこの基盤技術があったからとか、

この分析機器で評価したから製品が成り立ったんですみたいなことは、やっぱ

り一つ一つ振り返って、次の施策に生かすみたいな丁寧な取組みが要るんじゃ

ないかというふうに思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。 

 ほかに御意見、御質問ありましたら。どうぞ。 

【松橋委員】 ありがとうございます。今このＣとかＤがちゃんと実用化、事

業化までいったものととまったものがあるんですけれども、そのとまった原因

というのがつまり開発している技術が目論みどおり完成に至らなかったために

ストップしてしまったのか、それともものはできたのだけれども、事業性が良

くなくて経済性、競争力がないために結局事業化されなかったのか、その辺の

原因というのはある程度個々に明らかになっているのでしょうか。 

【射場委員】 今おっしゃるとおりの原因が個々にあって、それは地方の経済

産業局で全て把握をしているのですけれども、一個一個それを今回の検討会の

中でフォローアップをするということはしておりません。 

【松橋委員】 そうですか。このプログラムの目的というのが私も今日聞いて

全部を把握はできていないんですけれども、当初から地域にイノベーションを
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起こすということが目的であって、これを社会に事業化を入れていくんだとい

うことが目的だとしますと、研究やテクノロジーがあったときにそれは純粋な

科学技術というよりは、かなり実用化に近いものを当初から選定しておく必要

があると思うのですね。 

 それともう一つは、当然トヨタのような大きな企業から見ても、その事業を

やるかどうかというときに、当然事業性をちゃんと見て勝算があるというもの

をやるということだと私は解釈するのですが、例えばゲームチェンジングで基

礎的な技術をやれば、それは当然とまるリスクは非常に高いですし、事業性の

目算もなく始めてしまえば当然止まってしまう可能性も高いわけで、もしこの

地域イノベーション協創プログラムというのは、やっぱり本当に事業化してイ

ノベーションを起こすというのであれば、今のようなものは申請の段階で当然

検討されていてしかるべきなのかなとも思うのですが、採用の段階では、そこ

まではチェックされていないということなのでしょうか。 

【射場委員】 おっしゃることは大変よく理解できて、たくさん示されている

ロードマップがありますよね。このロードマップの出発地点は必ず違うであろ

うと。ある程度もう製品、試作レベルが既にできていて、おっしゃるような事

業化に至る道筋が近いものもあれば基礎研究で本当のゲームチェンジを狙うよ

うなものもあるはずで、本当はこのロードマップでそこの最初の時点、事業開

始時点のステータスというものを見えるようにしたかったのですけれども、な

かなか今経済産業省と地方の経済産業局の中ではそういうデータが十分ないと

いうことで、今取りまとめができていないということです。 

 これだけの事業化率がこの短期間で達成できているというのは、ある意味大

きい成果だと思うのですけれども、一つ一つのテーマはそういう事業化に至り

やすいものを選んでいる一方、それを束ねて地域の産業にしていくような、そ

ういう事前の戦略というのが今回ちょっとまだ不十分であったのかなと。ある

程度のかたまりとして産業になるような仕掛けを地方の技術産業戦略として議

論するのがやっぱりこの本省でやるべき役割なのかなというように考えます。 

【久間会長】 どうもありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

【井上企画官】 本件の事前評価の際にも、研究課題の採択段階での評価にお

いてしっかりと、その事業性の観点を念頭に置き、また、さらには競争力のあ

る形での製品化の見通しも審査基準に反映すべきといったことを指摘しており

まして、フォローアップの中でそういった対応については確認をしております。

検討会の中では、当然不確実性を伴う研究開発ということも踏まえ、断念した

事例について特にそれをとがめるという議論よりもむしろ、事業化率という目

標設定を行うことで成果の見通しが確実な研究課題に流れはしないかと、逆に
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そういった議論がございましたので、紹介をさせていただきます。 

【久間会長】 では安浦先生、どうぞ。 

【安浦委員】 こういう地域のイノベーションを起こすいろいろな事業という

のは、軸として２つ考えないといけないと思います。１つは各地域においてイ

ノベーションを起こすプラットフォームの仕組みがきちっとこれでワンランク

上がったのかどうかと、そういう仕掛けの問題。それからもう一つは、それを

使って個々の開発で成功したもの、失敗したものを明記すること。こちらは仕

掛けを確認するためのある種のテストケースであるというふうな捉え方もでき

ます。お金はたくさん使っていますけれども、テストケースであるというふう

に見たほうが良いと思います。私は地方にいて、こういうことをいろいろやっ

ている立場からすると、そういうふうに捉えたいですけれども、今回のお話は

どうしてもＣ、Ｄに重きがあって、評価自身で本当に仕組みとしてこの地域は

こういう新しい仕組みをつくって、それがある意味で機能し始めているとか、

これは全然機能しなくて事業をやる前と後でほとんど変化がなかったのかとか、

そういったところについての御議論はどうだったのでしょうか。 

【射場委員】 全くおっしゃるとおりで、今Ａ、Ｂの基盤整備の事業とＣ、Ｄ

の応用の事業が同時にスタートしているので、Ａ、Ｂで基盤整備されたものが

Ｃ、Ｄに活用できるというところがまだタイムラグがあって出てきていないの

ですけれども、これは今後よくフォローアップをして、それがどう活用されて

いくかというのは見ていかなければならないという議論はあります。 

 あと、Ｃ、Ｄの事業の中で従来あるＴＬＯのような産学連携の仕組みがよく

活用できている事例があるということを御紹介しましたけれども、そういうの

ももっとそれを横に広げていくような、よくそれを分析して展開していくよう

な取組みが要りますよねというふうな議論もございます。 

【久間会長】 ほかに御意見があればお願いします。どうぞ。 

【相澤委員】 設置機器につきまして、３年間で７，０００件の利用があった

ということが一つの評価できるポイントだということなのですけれども、機器

はやはり維持コストも例えば電力ですとか修理ですとか、いろんな面でコスト

がかかってくるものだと思いますので、それぞれ設置した機器の種類等は多様

だと思いますけれども、今後の維持という意味で何か共通の課題ですとか、こ

ういうプロジェクトを走らせるときに、機器が利用可能になることでイノベー

ションが起きるということは非常に重要なことだと思いますので、何か提言と

いいますか、こういうところにプロジェクト終了後フォローアップをするべき

であるというような、そういう感じの議論というのはありますでしょうか。 

【射場委員】 機器の種類もいろいろございますので、十分技術的に長期に使

える設備もあれば、割と短期に陳腐化してしまうようなものもありますし、そ
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の維持にコストのかかるものもあればそうでないものもあるということで結構

多様ですので、一概には言えないのですけれども、全体としては継続してフォ

ローアップをして、活用レベルを維持するような体制、取り組みが必要だと。

それに対してある程度の支援が要るということだというふうに思います。 

【久間会長】 ほかに御意見があればお願いします。 

 はい、どうぞ。 

【井上企画官】 導入した機器の維持、メンテナンスに関しましては、資料１

－２の６ページにこの共同体形成事業の枠組み等が示されていて、基本的には

経済産業省からの補助金に基づいて公設試等に機器が導入されているというこ

とでございます。実際に地域の中小企業等の活用に資するような、それをより

広域的に活用していくような機器といったものを効果的に導入して、それを広

域的に使っていくということで、機器を導入した公設試等の機関においてメン

テナンスを行いながら、その活用効果を全体として高めていこうといった事業

の趣旨というふうに理解をしております。 

【久間会長】 よろしいでしょうか。ほかに御意見等ございましたら御自由に

どうぞ。 

 テーマが多いですが、各地域の特色を出そうとする戦略があったのか、それ

から、それにあわせてプラットフォーム化したり、各地域に役に立つ機器を導

入しているかなど、どうかどう思われますか。 

【射場委員】 大きい枠組みとしては、先ほど何回か御説明をさせていただい

た、今この資料１－２の９ページですね。例えば北海道だと農業を中心に食と

観光関連みたいな大きい印象はあるのだけれども、具体的にでは中の研究テー

マは全部そのものばかりかというと例外のものもたくさんあって、必ずしもこ

れで全てのこの分野がここの地域はこの分野で進めているということでもない

ので、なかなか地域ごとにこの技術戦略でということは言えないと思うのです

けれども、大きい方向性としてはかなり出てきているのかなと。例外も含めて

支援をしていく必要はあるのではないかというふうに考えます。 

【久間会長】 理想的には、地域間の連携で機器等を相互利用する仕組みがで

きるといいわけですね。 

 ほかには御意見ありましたら、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【西島委員】 さっきも御説明の中にもあったのですけれども、文科省でも地

域クラスターのプロジェクトが走っていたと思うんですけれども、それとの関

係と両者の特色というのはどういうものかということをちょっと知りたいと思

うのですけれども、お願いいたします。 

【久間会長】 これは事務局から説明してください。 
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【井上企画官】 机上の参考資料１の２の資料の中の後ろのほうですね。３３

ページに文科省との連携に関する具体例ということをお示ししております。今

回の検討会での質問に対しまして経産省から提示された資料でございますが、

産学官連携拠点計画、また連携拠点を両省で共同で認定すると。そして認定し

たところに文科省と経産省の双方の施策を投入するといったことで、文科省に

おけるクラスター形成活動の支援といった枠組みの中でも、経産省と連携しな

がら施策を投入するというような連携が図られたということでございます。概

ね、そういったような概ねの考え方で集中的に施策を投入するといった連携が

図られたという御説明があったところでございます。 

【久間会長】 よろしいでしょうか。どうぞ。 

【西島委員】 そうすると、具体的に文科省のクラスターの事業の中がこちら

のほうに加わったということもあったのでしょうか。 

【井上企画官】 本件で示されているのがまさに知的クラスター創成事業の対

象のところが産学連携拠点として共同で選定されたという事例として浜松地域

の例が示されております。 

【射場委員】 連携ということをどう考えるかですけれども、この浜松の場合

は川上、川下の関係になるのですね。文科省の成果をこの経済産業省が引き取

るみたいな、そういうふうな連携関係、全く両者のプロジェクトで同じことを

やっているというわけではなくて、同じ研究領域だけれども、そのロードマッ

プ上で上流を文科省のプロジェクトでやって、その成果を引き取って経済産業

省のプロジェクトにつなぐみたいなのが本来あるべき姿の事例として幾つか見

えていると。役割分担で両方並行して走るその解析を文科省の拠点のものでや

って、そのシステム開発を経済産業省の事業でやるみたいな、そういう幾つか

の役割分担の中で取組みがあったと理解をしております。 

【西島委員】 わかりました。 

【久間会長】 どうぞ。 

【齋藤委員】 このテーマについて検討する側にいて意見を申し上げましたの

で、あらためていう必要はないかと思いましたが、本質的な議論をしておくべ

きだと思います。 

一つは技術プラットフォームなのですけれども、地域全体の問題とマネジメン

トまでつなげていこうとすると、どうも技術プラットフォームだけでは解けな

い問題であります。そういう意味では、競争力の問題もあるし、クラスターの

問題もあると思います。コンソーシアムという問題とプラットフォームのつな

がりの問題になってきます。開発のチームはコンソーシアムの中でいろんなパ

ターンもありえますが、地域を代表するコンソーシアムの問題も出てくると思

います。プラットフォームの中にも技術だけじゃなくて経済主体がいろんな形
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で絡まります。それとの整合性がないと長期的な地域の波及効果は、なかなか

計測は多分できない問題であります。仮にコンソーシアムの短期的な判断でい

えば、これは製品開発の議論になります。この製品開発は短期的にも解きやす

い問題です。もう一つは地域への波及となるともっと長期の問題、これは本当

のイノベーションになるかもしれません。こちらのほうは、成果指標の中でも

うちょっと区分して扱うべきではないか。短期と長期の問題の成果指標をわけ

ると、長期の問題はもっと地域性や競争力が関係してきます。このことが議論

の混乱が起こりかねない原因かなという感じがいたしました。 

【久間会長】 おっしゃるとおりだと思います。御意見ありますか。 

【射場委員】 おっしゃるとおりです。 

【久間会長】 おっしゃるとおりですね。ほかに御意見ありましたら御自由に

どうぞ。 

 連携という言葉が出てきたのは最近ですので、例えば後から出てきます構造

材料のような非常にまとまったもの同士の連携でも、各省庁間の連携は結構難

しいのですよね。それがこれだけの数の課題を文科省と経産省がやっていて、

それをどう連携させるかというのは至難の技ですね。それで、各地域でどうい

う分野で戦略的にイノベーションを起こしていくかがまだまだかたまっていな

い。どういう連携を、プラットフォームとしてどういう機器を導入すべきかは、

このプログラムができたときには十分に議論できなかったと思います。ですか

ら、今、先生がおっしゃったようなことは、次の地域プログラムをやるときに

反省材料として活用すべきだというように考えております。 

 ほかに御意見、御自由にどうぞ。よろしいでしょうか。まだ少し時間があり

ますけれども、よろしいですか。 

 それでは、よろしければこのとおり進めさせていただきたいと思いますが、

大丈夫ですね。 

 大きな修正はなしで、最終的な取りまとめに関しましては、会長である私に

御一任いただくということでよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございます。射場座長に 

は非常に扱いにくい評価検討会の取りまとめに御尽力いただきまして、どうも

ありがとうございます。また、評価委員会に御参加いただきました専門委員の

皆様方におかれましても、御多忙の中、精力的に対応していただきまして、誠

にありがとうございます。いずれにしましても、このプロジェクトの問題は、

これから重要な問題だと思いますので、この成果、学習効果をうまく活用して

次につなげていくよう提言していきたいと思います。 

 続きまして２つ目の議題の革新的新構造材料等技術開発のフォローアップ結

果についてです。本日はフォローアップ結果案について御審議いただき、決定
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をいただきたいと思います。 

 審議の進め方ですけれども、まず、事務局から本件の検討の経緯を説明した

後、フォローアップ検討会の北村座長からフォローアップ結果案について２５

分程度で御説明いただきます。その後、討議を２０分程度行いたいと考えてお

ります。 

 それでは、御説明お願いします。 

【井上企画官】 資料２－１の１０ページを開いていただけますでしょうか。 

 ７月４日の評価専門調査会でフォローアップ検討会の設置に御承認をいただ

きまして、それを踏まえてフォローアップ検討会のメンバーにつきまして、ご

覧のメンバーでお願いしております。北村専門委員に座長をお願いし、また上

野委員、久間議員にも御参画をいただいております。異種の素材にまたがる材

料の観点等から、外部の有識者の方々を招聘いたしまして、検討会を開催して

ございます。フォローアップ検討会につきましては、右のページにございます

ように、９月２９日に検討会を開催して議論いただいております。 

 事務局からは以上でございます。 

【久間会長】 ありがとうございます。それでは、北村先生、お願いします。 

【北村委員】 それでは、フォローアップ結果案、資料２－１を用いまして説

明させていただきます。適宜資料２－２の説明をつけ加えます。これは経済産

業省からのヒアリングのときの説明資料から必要なところをとってきてもらっ

たものです。 

 表紙のところ、資料２－１の１ページ目ですけれども、上のところは評価に

当たる経緯を書いておりますが、特に３段落目に評価専門調査会が事前評価で

指摘した事項への対応状況等の確認を行うためのフォローアップを行うとあり

ます。この革新的新構造材料等の技術開発といいますのは、平成２４年度に事

前評価を行いまして、２５年度から開始しておりますので、開始したばかりで

すけれども、事前評価の結果で指摘事項がございましたので、それを中心にフ

ォローいたしました。 

 事前評価結果では、そこにも５段落目ですね。目標設定及び計画の柔軟な見

直しについて、柔軟性ですね。それから、事業推進及び研究開発実施体制がど

うなっているかということですね。それから、成果の活用等が指摘事項になっ

ております。これにつきましては、詳しいことは後ほど説明させていただきま

す。 

 事業の概要なのですけれども、この文書というよりは経産省からの説明資料

を使うほうがわかりやすいと思いますので、資料２－２の１枚めくっていただ

きまして２ページを見ていただけますでしょうか。 

 左上を見ていただきますと、２５年度、２６年度４０億から５０億ぐらいの
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お金が出るようなプロジェクトで、１０年続くプロジェクトでございます。か

なり長いプロジェクトであるというところに一つ注目していただけますでしょ

うか。 

 目的の一番大きなものは、左側のカラムなのですけれども、事業の内容と書

いてある左側のカラムなのですけれども、一番上にＣＯ２排出量削減を図ると

いうことが一番大きな大前提の目的でございまして、そのために輸送機器の抜

本的な軽量化を図るということになっております。そういう自動車、鉄道等々

をつくっています材料を軽くするということでは、対象になる材料というのは

限られてきまして、そこの２つ目の段落でございますが、対象になる材料はア

ルミニウム材料、マグネシウム材料、チタン材料、革新鋼板、それから、炭素

繊維複合材料が大体候補になる材料でございます。ただ、これだけではござい

ませんで、これらを最適化して材料の特性を生かして、適材適所で使うという

ことにいたしますと、この材料を接合するということが大事になってきますの

で、これらを全部かぶせるように接合技術というのがテーマになっております。 

 右側を見ていただきますと、一番上のグラフは縦軸と横軸なのですけれども、

ざっと言いますと、縦軸は加工がしやすいかどうかということでございます。

あるいはエネルギーを吸収しやすいかどうかといってもいいかと思います。自

動車がぶつかったときにエネルギーを吸収せずにそのまま中に来たのでは困り

ますので、ある部品はちゃんとエネルギーを吸収してもらわなくてはならない

とか、あるいは右側は強さでございますが、どの材料もスーパーマンはいなく

て、強い材料は加工しにくいとか、加工しやすい材料は強度が弱いというふう

な大体相反した関係になっております。したがいまして、いろんな材料を混ぜ

て使わなくてはいけないということでございます。 

 ２つ目、３つ目の絵は先ほどの一つ一つの材料のいろいろ中身を工夫すると

か、あるいはくっつけるときの工夫をするというような簡単な図になっており

ます。 

 ３ページ目を見ていただきますと、ＣＯ２の排出量なのですが、運輸部門と

いうのがかなりの部分を占めていまして、その中のほとんどの部門が自動車で

占められております。したがいまして、ここでは輸送機器と最初話が出ました

けれども、ターゲットといたしましては、自動車をターゲットといたしており

ます。これは出口戦略をはっきりしなくてはこういうようなものはできません

ので、同じような材料を使っていましても、自動車と航空機ではその質も違え

ば組み合わせ方も違うということになります。ターゲットは自動車でございま

す。 

 次のページを見ていただきますと、特に真ん中の図なのですけれども、自動

車には何が使われているか、先ほど申し上げましたような材料が並んでおりま
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す。その割合が出ておりますが、いわゆる従来鋼というのが書いてありますが、

それがだんだん減ってくる、これは昔の材料ですね。ハイテンと書いてありま

すのが革新的な強い材料ですね、鉄鋼材料ですけれども。それから上の材料が

増えてきている、人材量が増えてきているということがわかるかと思います。

また、右側のほうの自動車をばらしたような図がありますけれども、いろんな

材料がいろんなところに使われている。これは適材適所を図っているというこ

とでございます。 

 その次のページを見ていただけますでしょうか。 

 ５ページ目を見ていただきましても、先ほどの図と同じようないろんな材料

がいろんなところに使われているのですけれども、大切なものは、そういう違

った材料、もちろん同じような種類の材料も、組み合わせて使う。ただ単に組

み合わせるだけじゃなくて、くっつけてそこにも強度を持たせて使わなくては

なりませんので、これはくっつかない材料の組み合わせというのもたくさんご

ざいます。現状の技術ですから、そういうようなところを革新的な方法でもち

ましてくっつけていこうというような、そういうプロジェクトでございます。

各材料と、それから、それらを組み合わせるということを主体にしたプロジェ

クトでございます。 

 資料２－１のほうに戻っていただきまして、今のところ、１ページ目の事業

の概要で説明してございます。 

 ２ページ目にいっていただきますと、フォローアップの方法というのが書い

ておりまして、先ほど事務局から御説明のありましたようにヒアリングを実施

いたしました。そのとき、各委員から活発に御議論をいただきまして、フォロ

ーアップで質疑をしたのですけれども、その後も質疑はかなり続きまして、検

討事項が続きまして、その件につきましては、書面で経済産業省さんのほうに

問い合わせていただいて回答を得ています。それは参考資料の中に詳細なもの

が入っておりますが、ちょっと説明は省略させていただきます。 

 ヒアリングとか書面でのやりとり等を含めましてフォローアップ結果をまと

めさせていただきました。３のフォローアップ結果が２ページ目の下からござ

います。各指摘事項がございますので、前に書いておりますけれども、３．２

の指摘事項を中心に見ていきたいと思いますが、その前にちょっとまたヒアリ

ングの資料のほうに戻っていただきまして、これを見ていただいて、今の体制

がどうなっているか、目標がどうなっているかを見ていただいてから指摘事項

とその応答について、対応について見ていただくほうがいいと思いますので、

またちょっと戻っていただきますと、６ページに戻っていただけますでしょう

か。 

 資料２－２の６ページでございます。左のほうを見ますと、赤いところにＦ
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ｅ、Ａｌというような私が先ほど申しました個別の材料が並んでおります。一

番上の紫が接合でございまして、これが一つのパッケージの事業でございます。

右側に見ていっていただきますと、これは右側にいくほど年度が進行すること

になっておりまして、一番下のところに第１期、第２期から第４期までござい

ますが、このように１０年間続くプロジェクトでございまして、２年ごとにく

くりができております。第１期、第２期というふうな形で、これステージゲー

ト方式と申しまして、その２年ごとにターゲットを置いているということでご

ざいます。そこに数字が並んでおりますが、コンクリートな具体的な数字が第

１期のところに並べられております。第２期のところにもそれを発展したよう

な数字が並べております。第３期以降は書いておりませんが、これも一つの特

徴でございまして、これは出口戦略というのが具体的な自動車の材料でござい

ますので、この自動車自体も発展いたしますし、これを最初から１０年先の目

標をつけて決めておくというのは、製品というものを頭に置いた研究開発とい

う意味では余り得策なことではありません。つまりフレキシビリティーをもっ

て研究が発展していけば、その発展過程を見ながら社会の車へのニーズも見な

がら、適宜そのターゲットを変えていく必要がございます。１０年でございま

すので、そういうのも織り込んであるというプロジェクトでございまして、第

３期のところから具体的なターゲットがありません。 

 それはどうなるのかといいますと、いろんなところがありますけれども、一

番左の赤いところと紫のところ以外に、緑のところに戦略・基盤研究と書いて

おりますが、ここが再度こういうのをどういう方向に向けていったらいいだろ

うかというのを先行して研究していく場所でございまして、これで先のほうを

読みながらフレキシブルに将来を決めていくというようなスキームになってお

ります。 

 これを動かすプロジェクトの組織はどうなっているかというのを書いてあり

ますのが７ページ目でございます。 

 左側の上から経産省から交付金が出まして、ＮＥＤＯが新構造材料技術研究

組合というところに委託いたします。ここが研究を行う主体でございます。研

究統括は岸先生がなられております。中身の研究組織を見ていただきますと、

先ほどから申し上げていますような個々の材料が並んでいまして、それにかぶ

せるような接合技術がございます。下のほうには個別の発展を見るような戦

略・基盤研究というグループがございます。また、いろんなところにいろんな

仕掛けがございまして、知財のほうも指摘がございましたが、知財の責任を持

っていますのは知財委員会というのが岸先生の隣にございます。これも出口戦

略としては非常に大切なところでございます。 

 また、右上を見ていただきますと、アドバイザリーボードというのがござい
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ますが、ユーザーさんの意見を聞かないと出口戦略になりませんので、アドバ

イザリーボードでユーザーさんに参加していただいて、適宜意見を聞こうとい

う形になっております。また、先ほどのお話でもほかの他省庁との関係が問題

になりましたけれども、文科省のほうでも元素プロジェクト等々類似のプロジ

ェクトがございますが、こことの関係を調整いたしますためにガバニングボー

ドというのが設けられるという仕掛けになっております。これが組織の実態で

ございます。 

 次のページを見ていただきますと、８ページでございますが、知財等に関す

る基本方針がございまして、これは未来開拓プロジェクトで既に基本方針が出

ておりますので、そこに書いておりますけれども、研究開発の成功と成果の事

業化による国益の実現等を目指すということが当然のこととございまして、知

財財産が原則として参加者に帰属するということを前提にするとか、そこで決

められました基本方針を使うということで問題はないということになっており

ます。これがプロジェクトの実態、概要でございまして、報告のほうに戻らせ

ていただきます。 

 ３ページの真ん中でございます。指摘事項への対応状況でございます。 

 指摘事項が何だったかというのは大切でございますので、中身を少しだけ読

ませていただきます。指摘事項の１番目は、各素材については単体の素材を改

善するという目標、それらの素材を接合してさらに革新的な部材をつくり上げ

るという２つの目標を挙げていることは高く評価できるとしております。その

上で、統合的な事業推進をより実効的なものにするためには、個別の技術開発

ではなしえず、本事業で初めて実現できる付加価値を明確にする必要があると

か、対象素材ごとの開発目標についても、個々の素材の最高性能を目指すのと

は異なり、適用部品として組み合わせた際に最適な要件を満たすよう、出口指

向で開発目標を設定していく必要があるとか、部素材を組み合わせて部品とす

るとか、接合技術に加えて構造全体の設計等々でプロセス全般の課題を考える

というふうなところを指摘されています。 

 次のページにいきますと、これらをもとに新たなシーズを発掘するとか、新

たな研究テーマを立ち上げるというのも含まれておりますが、ユーザー企業か

らのフィードバックを受けつつ、現在の技術の延長でできる目標なのか技術革

新がないと達成できない目標なのかを見きわめた上で、本事業で取り組むべき

開発課題を明確にする必要があるというようなことが指摘事項でございました。 

 先ほど御説明いたしました中にもう入っているのですけれども、対応状況の

中につきましては、第１期、第２期につきましては、定量的な具体的な目標が

既に設定されております。接合技術については一部しか示しておりませんでし

たが、この参考資料の中の資料の中にＮＥＤＯの資料といたしまして、組み合
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わせについてもコンクリートな目標が設定されていることを確認しております。 

 それから、各素材の物性向上についてももちろん目標が設定されております。

それもチャンピオンデータだけではなくて、いろんな機能、高強度、高延性、

不燃性、耐食性、耐衝撃性等々のいろんな機能が必要ですので、それを見た軽

量材料の開発が行われる予定になっておりますので、その体制としては、ある

いは計画としては十分指摘事項について検討されているもののように見受けら

れます。 

 こういうたくさんの材料を使うのをマルチマテリアル化というのですけれど

も、全体最適化の鍵となる異種材料の接合につきましても、先ほど申し上げま

したように検討がされていると。特に出口指向という意味からいたしますと、

コンクリートな目標は第２期まででして、第３期以降はフレキシビリティーを

持った設定の仕方になっているあるいは各期の２年度ごとに評価を行うという

ことになっておりまして、そのフレキシビリティーを持った計画をつくるとい

うことと、評価を各期にやるということで対応を柔軟にしていこうと、１０年

を効率よく成長させていこうというような方向になっております。また、示し

ましたように、ユーザーからはアドバイザリーボードが入っておりますので、

そこで開発目標等の具体的なものを反映できる仕組み、また、開発目標がどん

どん変わっていくと思うのですけれども、その変わっていくのも取り込むとい

うような形になっております。 

 研究課題の改廃やコーディネーター、参画企業を含めた実施体制の見直し等

も行うことになっていると。もちろんあれだけのたくさんの材料があるわけな

のですけれども、研究を進めていく中でどちらかの材料がよくて、どちらかの

材料が悪いとか、これは極端な言い方ですけれども、ある方向性が出てきた場

合には、それについてあるものの研究はやめてしまうとか、あるいは方向性を

変えるとかいうふうなことも十分あり得るというふうなことを聞いております。

それが指摘事項の１番目でございます。 

 指摘事項の２番目は、本事業の統括責任を持つ体制を経済産業省内に構築す

ることが必要であると。早急に推進体制を構築し、事業戦略の具体的な検討を

進めてくださいと。特に両省の連携の重要なバランス、文科省と経済産業省と

の連携の重要な役割を担うガバニングボードの機能をより実効的なものにして

くださいということが書いてあります。あるいはプロジェクトリーダーの果た

す役割は大きいので、その選定方法や任期などはまだ具体的にこの時点ではな

っていませんでしたけれども、より明確で強い権限を持ったプロジェクトリー

ダーが長期にわたって専念できるような体制をつくってくださいということに

なっております。 

 この対応でございます。６ページ目でございます。これも既にお見せいたし
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ましたけれども、新構造材料技術研究組合というところにＮＥＤＯを通じて研

究が委託されまして、岸先生が研究統括になっていただきまして、明確な権限

に基づくリーダーシップを発揮していただいて、基本的に本事業に専念してい

ただけるような体制ができていると思われます。ただし、注意すべきところは、

平成２５年度にいわゆるＳＩＰ、戦略的イノベーション創造プログラムが立ち

上がりました。研究課題は革新的構造材料です。今私が話ししていますのは革

新的新構造材料でよく似ており、ちょっと題目は違いますが、これが立ち上が

りました。ＳＩＰの場合もこれは岸先生が研究統括になられています。内容が

近いですので、ある意味では両マネジメントを統合されるということが非常に

効率を良くするということでもありましょうが、逆に過大な負担になるという

ことも考えられますので、ここは少し両面ございますので、注意が必要であろ

うかというように思っております。また、ガバニングボードにつきましても、

既に第１回を平成２５年１１月２５日に開催されているということでございま

す。これが２つ目の指摘事項でございます。 

 ３つ目の指摘事項は、知的財産権の実施に際しまして、適切な知的財産権の

管理が担保できるような現実的な問題に対して十分検討してあるかということ

とか、あるいは知的財産権の運用及び開発技術の国際標準化の取組みについて

しっかりしてくださいということが書いてあります。それから、ユーザーさん

が入ってくることが当然必要な事業ですので、実用化に向けたフィージビリテ

ィスタディを行い、その成果を踏まえてユーザー企業としっかり議論してくだ

さいということが書いております。これも先ほど申し上げましたけれども、対

応状況としては未来開拓プロジェクトの一環として実施されておりまして、そ

の知的財産の取り扱いについては十分こなれた知的財産取扱い規程というのが

作成されています。また、知財委員会というのができておりまして、一元的な

管理体制ができているということでございます。先ほど御指摘がありましたユ

ーザー企業からのアドバイスというのもアドバイザリーボード等々ができてお

りますし、知財規程も整備されておりますので、特に問題はないということで

ございます。 

 また、企業間の利害関係の対立や海外企業の知財活用等も想定しということ

は、これは調べていただいてどれぐらいのことができるかというのが見ていた

だいているという報告をいただいています。それから、国際標準化につきまし

ては、まだこれからのことでございますので、どういう技術が出てくるか、ど

ういう結果が出てくるかにもよりますけれども、それを見ながら議論を進める

という形になっております。 

 指摘事項の４番目ですけれども、これはこのプロジェクトというよりは経済

産業省全体のプロジェクトに対するものでございまして、大規模な研究開発の
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事前評価を行う場合には、経済産業省は当該分野の外部専門家、有識者による

会議体で評価を行うことを検討する必要があると、このプロジェクトだけでは

なくて、一般的に大きな研究開発のプロジェクトに対する指摘でございまして、

これはその下に書いておりますように、そういう会議体で評価を行うような体

制に改めたということでございます。 

 以上の点が詳細にわたりましたけれども、中身でございまして、８ページに

まとめを書いております。まとめますと、事前評価で指摘しました事項につき

まして、概ね必要な対応が図られているものと考えております。ただし、１０

年にわたりますプロジェクトで、しかもフレキシビリティーを持ったプロジェ

クトであるということが非常に良い点でもありますので、その点から考えます

と、ステージゲートごとに評価が実施された時点で、この評価専門調査会にお

きまして研究開発の進捗状況、これは出口戦略だというのを強く頭に置きなが

らやらないといけないと思うのですけれども、それから、マネジメントの状況

ですね。各組織がきちんと絵に描いた餅ではなくて、ちゃんと機能しているか

というのを確認する必要があろうかと思います。そういうことを留意事項とし

て具体的なものとして書いております。実質的なマネジメントが行われるよう

に留意するということでございます。ガバニングボードやアドバイザリーボー

ドを例えておりますが、これは機能評価、今やっておりますのは外形評価でご

ざいまして、組織が形としてあるかどうかというのを調べているわけでござい

ますから、進捗状況によりましてそれが機能しているかどうかという機能評価

というのが時々で必要になってこようかと思います。 

 ＳＩＰとの連携も先ほど申し上げました。また、岸先生に過大な負担がかか

る可能性もＳＩＰとの関連性もありますので、この補佐、それから、組織とし

てのサポート体制も十分見ていかなくてはマネジメントとしては大変なことに

なろうかと思いますので、そこを指摘させていただきました。必要といたしま

しては、やはりこういうような長期で、しかも、フレキシビリティーのあるプ

ロジェクトにいたしましては、継続的に見ていく必要があろうかと考えており

ます。 

 以上でございます。 

【久間会長】 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明ありまし

たフォローアップ結果案につきまして御意見等よろしくお願いします。 

 はい、どうぞ。 

【天野委員】岸先生の負担がやはり今お話し聞いただけでも、とても大変だろ

うと思います。研究統括の補佐役みたいなものを今回留意事項で書いてあるの

ですけれども、現実問題としては、今ＳＩＰとこちらとはどんな感じになって

いるのでしょうか。 【久間会長】 これは私からお答えします。まず全体と
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しては、こちら側は特に自動車応用ですが、ＳＩＰはもう少し大きな航空機や

発電所等を目的とした材料です。目的ははっきり分かれています。ただし、材

料という点でかなり関係がありますので、岸先生が連携をうまくできるような

仕組みで組織をつくられています。 

 問題は、岸先生の負担ですが、ＳＩＰ側は４名のサブＰＤをつけています。

サブＰＤは、２人が産業界出身、２人がアカデミア出身とバランスがよく、岸

先生を十分にサポートできる仕組みになっています。ですから、こちらの経産

省のプロジェクトも、岸先生をサポートする人材を置いたほうがいいのではな

いかと指摘しようと思います。 

【天野委員】 ありがとうございます。ぜひこの留意事項を早く実行されたほ

うがいいのではないかと思います。 

【久間会長】 これ以外に先ほど北村先生からも話がありましたように、文科

省の元素プロジェクトがあります。この３つが連携すれば、構造材料としては

もうほとんど完璧なのですね。これも岸先生が指導しておられるので、岸先生

に頑張っていただければ日本として本当に戦略的ないいプログラムになると思

います。 

【久間会長】サポート体制をしっかりと作っていただきたいということです。 

 ほかに。どうぞ。 

【福井委員】 基本的な質問で恐縮ですが、これは車が対象の研究で、１年間

に４０億円台の研究費とのことです。この金額は車をつくっている会社からす

ると微々たるものだと思います。自動車を生産している民間会社からはこうい

う種類の研究費は出なくて、国が出さなければならない、そういうタイプのも

のなのでしょうか。 

【北村委員】 長期のものと短期のものとあろうかと思うのですね。材料開発

というのは、どうしても時間がかかるものでございますので、そういう意味か

らいいますと、手を出しやすいものと手を出しにくいものとあると思うのです

ね。お金の額というよりも、研究課題といたしまして、例えばＣＦＲＰと自動

車に使う、ものすごくドラスティックに自動車は変わると思うのですけれども、

これはコストが問題なのですね。研究のＣＦＲＰも例えば車のほうのＣＦＲＰ

ですと、かなりコストを安くつくらないといけないと。これは結構競争が厳し

くて、そこから企業が全てお金を賄ってやろうかというのはかなり難しいとこ

ろがあって、これはやや長期的に安いものを、しかし、うまくつくるというよ

うなことからすると、長い時間がかかろうかと思うのですね。 

 それは対象材料にもよりますし、時間の経過というのを見ていて、これが１

０年プロジェクトであるということを見ていただきますと、そこまでの長い期

間は、企業は基礎材料、素材からさかのぼって開発するということはなかなか
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難しかろうと思います。そこに国が関与するところは大きなところがあると思

います。 

【久間会長】 よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

【竹中委員】 資料２－２の５ページですけれども、この一番右側に書かれて

いる２０３０年に期待される成果の中で、それぞれの要素の強度が１．２倍と

か１．３倍とか、せいぜい１．５倍ですけれども、革新的と言えるような数字

じゃないと思うのですけれども、これは私、材料こそイノベーション、工学的

分野ではもう材料しか残っていないと思っているくらいで、ぜひもっとたくさ

んお金をつぎ込んでやっていただきたいんですけれども、ちょっと目標があま

りにもという気がしますが、そういう質問はここでする質問じゃないかもしれ

ませんけれども、これから数年後にかけていろいろ見直しをされるのであれば、

ぜひこの目標も最低でも２倍とか、結果が２倍と出なくても目標が１．２倍だ

ったら１．２倍以下になってしまいますので、という議論はぜひしていただき

たいなと思います。 

【久間会長】 いかがですか。 

【北村委員】 大切なところは、今までと大きく材料開発と違うところは、チ

ャンピオンを狙っているわけではないのですね。１００メートル走を何秒で走

ったからというわけではなくて、たくさんの指標を組み合わせていい材料をつ

くるということなのですね。車のような場合ですと、軽くて強い、最大限軽い

材料があれば、それだけで全て車をつくってしまうことができるかといいます

と、そうではなくて、マルチマテリアルということを説明いたしましたように、

適材適所でいろんなところの材料がそこに合わせた実力を持ってもらわないと

いけないわけです。今までと違いますのは、ある一つの１００メートル走とい

うだけの目標をつくるわけではなくて、いろんな目標、耐ショック性であった

り衝撃性であったり全てのものを満足するあるいは組み合わせて満足するとい

うようなことで、製品の出口としていいものをつくるというので、チャンピオ

ンではなくて、ある意味で近代５種のような全体としてうまいものをつくる、

組み合わせてうまいものをつくるというのがこのプロジェクトのキーポイント

でございますので、そういう意味では、ここに書いてあります端的な一使用だ

けではあまり高くないかもしれませんが、全体的に高いというように私は考え

ておるというのが一つでございます。 

 もう一つは、それを考えた上でさらに単体の目標を上げていくということは

フレキシビリティーを持った中ですので、時間の経過とともにやっていくべき

だろうと考えております。それは２段階でございまして、第１の目標と第２の

目標でございます。 
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【久間会長】 竹中さん、どうぞ。 

【竹中委員】 そうすると、この５ページの右下の１台当たりというところの

数値が最終目標ということで、革新的と言われているゆえんはここにあると、

そういうことの理解でよろしいですか。 

【北村委員】 ここだけの数字ではないということを申し上げました。 

【竹中委員】 いや、だとすると、やっぱり今の文言で表現されるような事柄

だけで済むのではなくて、何かしら難しいにしても数値化した目標がないと、

なかなか難しいような気もしますけれども。 

【北村委員】 私が計画に携わったわけではないのですけれども、例えば参考

資料２の５番目のタグを見ていただきますと、これＮＥＤＯからの資料なんで

すけれども、そこのところの後ろのほうを見ていただきますと、７ページあた

りから別紙というところが書いてあります。例えばこれ接合技術が大切だとい

うことが書いてございましたけれども、接合技術の中の目標がいろいろ書いて

おります。 

【久間会長】 この一台あたりの車体の重量軽減の目標は、１．３トンが７８

０キログラムとものすごく軽減されています。また、このプロジェクトは中に

も書かれていたと思いますが、一つ一つの材料の最適化を狙うプロジェクトで

はなくて、いろいろな材料を接合したときに十分な強度を発揮するなど最適な

成果が出るとことを目的にしたプロジェクトです。 

【竹中委員】 いや、ですから、この５ページの右下が最終目標値ということ

ですね。 

【久間会長】 これは１つでしょうね。これ以外にも多分あると思いますね。

重要な目的だと思います。 

【竹中委員】 これをもって革新的と言える数値だということなのですね。 

【久間会長】 そう思います。 

【北村委員】 右下の車について、１台当たりですね、材料一つ一つではなく

て。 

【久間会長】 そうですね。 

【北村委員】 １台当たりという意味ですね。 

【久間会長】 ほかに御意見、御質問があれば、どうぞ。 

【白井委員】 資料２－２の６ページに事業のロードマップが書いてあります。

非常に長期間、１０年の計画で４期に分けてそれぞれをステージゲートという

形で評価をしていくとあります。ステージゲートごとに研究テーマ、目標体制

ともゼロベースで見直すという非常にチャレンジャブルなやり方だと思うので

すが、このように広範囲なテーマを同時期に全項目評価しようとするという形

になりますと、それぞれの進捗がやはり違ってくると思うのですね。あるもの
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はかなり進捗があるけれども、あるものは遅れていると。そうすると、同時期

に評価すると、あるものはまだ評価できる段階までできていない、一方あるも

のはすでにでき上がっていて待ち状態になっていると、そういうようなちぐは

ぐが起きないかという心配をするのですが、何か配慮されているんでしょうか。 

【久間会長】 北村先生、どうぞ。 

【北村委員】 どうかで申し上げましたけれども、テーマの改廃ですね。テー

マを改定するとか進捗度合いのないものを廃止するとか、それはこのステージ

ゲートの評価で見直してやっていくというように言われていますので、それで

対応されることになると思います。 

【久間会長】 はい、どうぞ。では玉起さん、どうぞ。 

【玉起委員】 ６ページに指摘事項として国際標準化の取組みについて戦略的

に行っていく必要があると書かれておりますが、７ページには現在の対応状況

についてこれからだとあります。国際標準化は日本だけの話ではなく世界を相

手にした話になるので、ぜひ今回も指摘事項として標準化について戦略的に進

めてほしいということを書いていただきたいと思います。【久間会長】 わか

りました。 

 はい、どうぞ。 

【松橋委員】 質問が２点ございまして、１つは先ほど来議論になっておりま

したこの資料２－２の４ページ、５ページを拝見するのですが、４ページにＤ

ＯＥから出た自動車の部材別の使用比率のものがあって、２０３０年に従来鋼

が例えば３割を切るとか、それぞれハイテン鋼の比率や何かがあり、それをも

とに５ページのさっき議論になった部材別の重量比率のものが出てきています

よね。大体このＤＯＥの２０３０年の図と一致しているように思います。 

 それで、これでさっき適材適所と言われましたように、自動車ですから、柔

らかくてちょっとくしゃっとつぶれるところと命を守るためにがくっと守ると

ころ、非常に強いところとを適材適所で使い分けながら自動車としての機能を

果たしながら、これだけ軽量化して燃費をリットル８．３キロ上げると、こう

いう解釈で、それで適材適所でやったときにそれぞれの適材適所の部材の自動

車としての機能を果たすための目標が６ページでロードマップに上げられてい

ると、こういう解釈でよろしいのでしょうかという質問が１点です。 

 もう一点は、今の６ページのステージゲートのところですけれども、別のプ

ロジェクトで私、ステージゲートというところにちょっとかかわったことがあ

るのですが、ステージゲートでやるということは、要するにそれに満たさなか

ったものはそこで落としちゃうわけですよね。だから、例えばこのステージゲ

ートの鉄でいうと、このターゲットを満たすプロジェクトが５つぐらい走って

いて、そのゲートになったときに、この１，５００メガパスカルとか延性２
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０％というのを満たさないものが３つぐらいあったら、その３つは落として残

った２つでまた走っていくと、こういう解釈でよろしいのでしょうか。 

【久間会長】 では、北村先生、お願いします。 

【北村委員】 最初の御質問についてはそのとおりだと思います。１つ抜けて

いたのは、個々の材料だけではなくて、インテグレートするために接合技術と

いうのも含めて構造材料なのだということがこの肝だということを除いては、

おっしゃられるとおりだと思います。 

 ２つ目についても、正確にそのとおりかどうかわかりませんけれども、そこ

でセレクションをかけると。ぎりぎり達していないものとか、伸びがよくなっ

てきて最後によくなったとか、そういうのは考えられる考慮の余地にはなろう

かと思いますけれども、基本的にはそこでセレクションをして、だめなものは

落としてしまうというのは、そのとおりの思想だと思っています。 

【松橋委員】 わかりました。ちょっと１点だけ最初の質問で追加なのですが、

ＤＯＥが予測しているこの部材の比率で適材適所を出して、それのもとにこの

プロジェクトが走っていると、そういう解釈だとしますと、もしある自動車会

社が別の発想で、こういう部材比率ではなく例えばＣＦＲＰをもっと抜本的に

増やした自動車で基準を満たすとか、そういう発想になった場合は、このプロ

ジェクトは、要はロバスト性があるのかどうかという御質問をさせていただき

ます。 

【北村委員】 私が答えるには、私がプロジェクトをやっているわけではない

ので難しくなってくるんですけれども、考え方としてはユーザーの意見を聞い

てというところが何度も何度も出てきていますように、ロバスト性までいくか

どうかはわかりませんけれども、フレキシブルに対応するということが前提に

なっているものだと思っております。そのためにアドバイザリーボードという

のが大きな位置を占めているのだというふうに思っていますし、その機能を確

かめないといけないと留意事項に書きましたのは、そこが大きいところでござ

います。 

【松橋委員】 わかりました。ありがとうございます。 

【久間会長】 国家プロジェクトとしては、各素材の強度や熱特性などの性能

の目標を立て、接合技術にも取り組みますが、その後それぞれの技術をどう使

うかは自動車メーカーが決めることです。だから、ＤＯＥが決めることでもな

いと思います。これはあくまでもＤＯＥの予測です。ですから、自動車会社ご

とにこの比率は大いに変わってくるのではないかと思います。 

 ほかに。どうぞ。 

【安浦委員】 今日の御説明の中で実際にどういう開発のやり方をやるのかと

いう話はほとんどなかったと思うのですが、開発手法における革新あるいは生
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産技術における革新というものまでこれは含んでいるものなのでしょうか。そ

れとも思いつきでうまくいろんなことをやってみたら、いい材料ができたらそ

れでいいという話なのでしょうか。 

【北村委員】 接合技術ということが入っていますことから、そうではなくて、

全体像、部品あるいはそれらを組み合わせたものというのを頭に置いた、構造

を頭に置いたような研究の進捗を目指しているのだというように理解しており

ます。この中の説明の中にも、接合以外にもそういう構造材料であるとか「構

造を」という言葉が出てきているのは、まさに今おっしゃられたことだという

ように思いまして、先ほど御質問がありましたけれども、１つの材料のチャン

ピオンを狙うのではないと。 

【安浦委員】 そのときに例えば計算科学的な手法を使うとか、いわゆる実験

ベースだけではなくて、新しい手法を開発していくということまで含んでいる

話というふうに捉えてよろしいのでしょうか。 

【北村委員】 私、個々のプロジェクトの研究題目までは見ておりませんが、

通常こういうもののＣＦＲＰでもあるいは接合でも、通常の研究を見ています

と、それはもう入ってきて当然、材料開発されている方あるいはＦＥＭである

とか、あるいは原子系のシミュレーションとかをしないわけがなくて、それは

もうセットにして進むというのが普通の材料開発であり、構造開発はさらにそ

の計算のほうに重きが置かれていますので、それは当然のことなんじゃないか

というふうに私は思っていますが、もし違いましたら指摘してください。 

【久間会長】 はい、どうぞ。 

【井上企画官】先ほどのそもそもの技術の革新性等の御質問にも関連いたしま

すが、事前評価を２年ほど前に行っております際に、先ほど北村座長からござ

いました全体の組み合わせといった観点、そういったところでのトータルな革

新性という観点に加えて、本事業の研究開発内容についてそれぞれの部素材ご

とに複数の性能を改善していくといったところ、また、革新的な接合技術とい

った観点からも非常にリスクの高い研究開発というような前提で、しっかりと

長期間のプロジェクトの中で革新的な成果を得る必要があると、こういった結

論になっておりまして、それに加えて今回の資料の４ページでございますが、

前回の事前評価の指摘事項、上のほうの四角囲みのところに書いてございます

とおり、さらなる革新的なシーズをつくり出すための新たな研究テーマを立ち

上げる等の戦略的な取組みと、こういったことも求めております。これに対応

して今回の経済産業省からの御説明の中で、戦略基盤研究といったテーマも設

けて、こういった新たな研究テーマの立上げといったところも含めて進めてま

いりたいと、こういった内容になっていまして、ある程度今後の革新的なそも

そものいろいろなアプローチの見直し等も含めたところは、こういった戦略的
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な基盤研究等の中で対応されるのではないかというふうに理解をしております。 

【久間会長】 補足ですけれども、マテリアルズ・インフォマティクスは、も

う当たり前の技術のデータベースです。ＳＩＰの中では、岸先生は、このマテ

リアルズ・インフォマティクスの先を行くマテリアルズ・インテグレーション

というコンセプトを作られ、単なるインフォマティクスではなくて実用的なマ

テリアルのライフ等も含めたデータベースを作ることを盛り込んでいます。い

くことを同じリーダーですから、当然その考え方はこちらのプロジェクトにも

反映されると思います。 

 時間が来ましたので、ほかに御質問。では、最後の御質問をどうぞ。 

【福井委員】 これは単なるコメントですけれども、車で亡くなる人は随分減

ってはきましたけれども、それでも私たちは医療現場で、車の事故で亡くなる

人を実際にみています。強度だけではなくて、最終的な目的として、これこれ

の強度のものをつくれば、どれぐらい交通事故での死亡者が減るといったシミ

ュレーションのデータを示してもらえると、もっと説得力があるんじゃないか

と思います。 

【久間会長】 ありがとうございます。それはＳＩＰの自動走行のプログラム

渡邉にお願いしておきます。ありがとうございます。 

 それでは、本件の取りまとめ方針について確認をさせていただきます。本件

も大きな修正はないということで、これまでの議論を踏まえまして、多少文言

の修正はあるものの、概ね原案のとおりとさせていただきたいと思います。そ

の上で、最終的な取りまとめについては会長である私に御一任いただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 北村座長には、本件の取りまとめに御尽力いただきまして、厚く御礼申し上

げます。また、評価検討会に御参加いただきました専門委員の皆様におかれま

しても、御多忙中のところ精力的に御対応いただき、誠にありがとうございま

した。今回、評価専門調査会として取りまとめたフォローアップ結果につきま

しては、内閣府政策統括官から経済産業省経済産業政策局長及び産業技術環境

局長に通知し、今後の研究開発へ反映を求めることといたします。 

 続きまして、３つ目の議題に入ります。国家的に重要な研究開発の事後評価

の実施についてです。それで、今回評価専門調査会において４件の事業につい

ての事後評価に着手する必要があります。今後の事後評価の進め方の案につき

まして、事務局から説明をお願いします。 

【井上企画官】 お手元の資料３をご覧いただけますでしょうか。国家的に重

要な研究開発の事後評価の実施について（案）でございます。 

 本会議決定に基づきまして、事前評価を実施した大規模研究開発等につきま
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しては事後評価を行うこととされていることを踏まえ、今回４案件の事後評価

を実施することにつきまして、お諮りしたいということでございます。 

 評価対象の事業については、１ページの２ポツのところに４つ書いておりま

す。このうち（１）、（２）につきましては、昨年の１１月２６日の評価専門

調査会におきまして、両プロジェクトが一体性の高いもので事前評価も一体的

に行っているといったことから、実は（１）は２４年度までで終了しているも

のでございますが、もう一つの（２）が２５年度に終了するといったことを踏

まえて、両プロジェクトが終了したこのタイミングにおいて事後評価を一体的

に行うことについて御承認をいただいているものでございます。その内容につ

きましては、（１）に書いております新たな農林水産政策を推進する実用技術

開発事業でございます。また、（２）はイノベーション創出基礎的研究推進事

業でございます。これらは、それぞれ競争的資金制度でございまして、農林水

産食品分野における特に実用技術といった観点のものを（１）で採択しており

ます。また（２）、こちらは当該分野におけます新たな技術シーズ創出に向け

た基礎研究、応用研究の段階のものと、こういったものに対するファンディン

グ等を行うプログラムでございます。これらにつきまして、今後事後評価を一

体的に実施したいといった内容でございます。 

 ２ページの中ほどに（３）がございます。第３次対がん１０か年総合戦略に

基づく研究開発といったことで、こちらにつきましては、平成１５年度に当時

の総合科学技術会議において事前評価を行っております。概要は書いておりま

すとおり、第３次１０か年総合戦略が平成２５年度までで終了しており、いわ

ゆる第４次に移行しているというタイミングでございますが、がんの罹患率、

死亡率の激減という目標を達成するためのそういった戦略に基づいて実施され

ている中核的役割を担う研究開発の内容について事後評価を行いたいといった

内容でございます。 

 それから、最後に３ページの（４）でございます。経済産業省の太陽エネル

ギーシステムフィールドテスト事業でございます。平成１８年度に総合科学技

術会議で事前評価を行っております。こちらのプロジェクトにつきましては、

新型モジュールなどの新技術の活用による太陽光発電システムや太陽熱の利用

システムにつきまして、実際の施設に導入する形での実証事業を行うと、そう

いった形でシステムの有効性、経済性等の検証を行うと、こういった内容の事

業でございます。 

これらにつきましては、本年度冒頭の評価専門調査会における今年度の計画

の説明の中でも一旦御説明をさせていただいておりますが、各実施府省におけ

る事後評価の終了のタイミングでもって総合科学技術・イノベーション会議と

しての事後評価に着手したいということでございます。 
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 ４ページをご覧いただけますでしょうか。従前の例によりまして、評価専門

調査会に評価検討会を設置して調査検討を行うと。また、評価専門調査会で決

定している事後評価の進め方に従って進めるといったことを考えております。 

 また、４つ目にございますとおり、検討会の委員構成につきましては、従前

のとおり評価専門調査会長が指名する評価専門調査会の議員、専門委員数名並

びに外部の専門家、有識者の方を選考し、指名すると、こういった形で考えて

おります。 

 スケジュールにつきましては、本日御承認をいただけましたら、今後２回程

度の評価検討会を行い、概ね本年度中の本会議決定に向けて調査検討を進めて

まいりたいと、こういったスケジュールで考えているところでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

【久間会長】 ただいまの説明のとおり、今後この４件の事後評価につきまし

ては、それぞれ評価検討会を設置して、評価検討結果を取りまとめた後、この

調査会で審議していただきたいと思っています。今の説明内容につきまして御

意見、御質問等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。よろしければ、このとおり進めさせていただきたい

と思います。 

 なお、それぞれの評価検討会に参加いただく委員及び外部有識者の人選につ

きましては、座長の選任も含めて会長である私に御一任いただくということで

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、評価検討会に御参加いただく委員につきましては、事務局

を通して御連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日予定していた議事は全て終了しましたが、全体として何かありま

すでしょうか。よろしいですか。事務局もいいですか。 

【井上企画官】 はい。 

【久間会長】 また、前回１０７回の議事録を席上に配付しております。事前

に各委員には確認をいただいております。本日の配付資料とともに公表するこ

とといたしますので、御承知おきください。 

 最後に今後の予定について事務局から何かありましたらお願いします。 

【井上企画官】 長時間の御審議ありがとうございました。次回の評価専門調

査会につきましては、本日から２週間後、１１月２６日の１０時から１２時を

予定しております。会場につきましては、本日と同じこの４号館のこの会議室

で開催予定となっております。ポスト京の評価、それから、個別化医療に向け

た次世代医薬品創出基盤技術開発のフォローアップ、この２件の議題を予定し

ております。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【久間会長】 ありがとうございました。 

 以上をもちまして閉会とさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

－了－ 


